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コロナショックは住宅問題にどのように現れているか
――不可視化された住宅危機――

佐　藤　和　宏

How COVID-19 affects Housing Issues?:
Invisiblized Housing Crisis

SATO Kazuhiro

要　旨

　本論文では、コロナショックにおける住宅問題の現れを、不可視化された住宅危機という観点

から、検討する。

　第一に、コロナ禍の住宅問題は、コロナ以前のトレンドの反映である。持家世帯のアフォーダ

ビリティは、政策的誘導および返済の長期化によって、住宅危機の長期的な先送りを行っている。

借家世帯は、低借家家賃の減少にも関わらず、アフォーダビリティは改善している。

　第二に、コロナショックは、持家世帯よりも借家世帯において可視化され、住居確保給付金の

利用者は、コロナ禍において顕著な伸びを見せている。

　第三に、住宅危機は不可視化されているように思われる。住宅行政は、住宅統計の把握の不十

分さもあいまって、住まいの貧困を着実に改善するような住宅政策が採られているとは言い難い。

可視化された住宅問題は一部のマイノリティの問題として処理され、総体としては住宅問題が可

視化されない、という認識へと帰結した。

キーワード：住宅危機、コロナショック、住まいの貧困、住宅政策

Abstract

 This paper examines the manifestation of housing problems in COVID-19 crisis from the 

perspective of invisiblized housing crisis. 

 First, housing issues under the Covid-19 are a reflection of pre Covid-19 trends. Affordability of 

home ownership has postponed long-term housing crisis through policy inducements and 
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prolonged repayment. For rental housing tenants, affordability has improved despite the decline 

in low rent stocks.

 Second, COVID-19 crisis is more visible in rental housing tenants than in home ownership. The 

number of people receiving the Housing Security Benefit has grown significantly under 

COVID-19 crisis.

 Third, the housing crisis seems to have been made invisiblized. Combined with inadequate 

housing statistics, It is difficult to assess that housing policies improve reduction of housing poor. 

Although housing issues was made visible, it was only perceived as some minorities. As a whole, 

housing issues has not been perceived that needs to be solved by housing policy.

Keywords: housing crisis, COVID-19 crisis, housing poor, housing policy

Ⅰ　はじめに

　本論文では、コロナショックにおける住宅問題の現れを、不可視化された住宅危機という観点

から、検討する。コロナ禍は、日本も含めて世界中に影響を及ぼしているばかりでなく、雇用、

福祉など生活に様々な影響を与えている。中でも住まいは、生活を支える基盤であるから、コロ

ナ禍における住宅問題を検討することは、社会政策にとっても少なくない意義を有している。た

だし、例えば女性の自殺などのように、可視化され、政策的にも重要性が（再）認識された政策

対象に比べると、住宅問題は、コロナショックの影響を、相対的に受けていないように認識され

ているのではないか。つまり本論文の問いは、コロナショックにおいて住宅問題が現れているに

もかかわらず、なぜそれが、不可視化されているように見えるのか、というものである。

　このような筆者の主張は、住宅を論じる論者について、おそらく一般的ではないように思われ

る。コロナ禍の住宅問題について、社会活動家による支援現場のルポルタージュは出てきている

ものの、管見の限り、学術論文という形でのアウトプットは始まったばかりのように思われる。

したがって本論文では、先行研究の整理とそこからの差異化という作業に不十分にしか取り組め

ないものの、下記のようなポイントをもって、本論文を構成する。

　第一に、コロナ禍の住宅問題は、コロナ禍以前からのトレンドの反映である、という点である。

現役世帯を対象に持家世帯・民間借家世帯を見ると、両世帯の経済的負担は、この10年ほどで、

軽くなっていた。ここでは、持家世帯における住宅危機の繰り延べが、住宅問題「解決」への志

向にとって、重要な意味を持っている。コロナ禍以降についても、このトレンドを継承している

のが、多数派のように思われる。

　他方、住宅問題は可視化され、住宅政策が拡充した。つまり第二に、住宅危機とそれに対する

対応は、確かに可視化された。しかしコロナショックは、労働市場に対して階層的な影響を見せ
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るとともに、住宅市場に対しても階層的な影響をもたらした。持家世帯・民間借家世帯の住宅危

機の発露は、それ自体が階層的な現象であるが、総体として見れば、「思ったほどには」広まっ

ていないように思われる。

　第三に、コロナ禍の住宅問題の不可視化には、メカニズムが存在する。つまり、住宅危機の発

生それ自体のメカニズムが必ずしも明らかになっておらず、政府としても住宅統計という手法を

通じて明らかにしていない。このような客観的条件のみならず、各世帯の主体的条件として、コ

ロナ禍以前の階層的対応が、多数派にとって住宅危機の不可視化を生じさせていたのではないか。

このようなメカニズムが、解明され、可視化されることなしには、住宅問題の解決へと向かいづ

らい、という構造が日本社会にビルトインされているように思われる。

Ⅱ　コロナ禍以前のトレンド

　本章では、コロナ禍以前の住宅問題のトレンドについてみる。コロナ禍における住宅危機は、

コロナ禍以前のトレンドの反映と理解すべきである、と筆者は考えている。住宅研究では、住宅

の所有・利用形態のことをテニュアと呼ぶが、主たるテニュアである持家世帯と民間借家世帯と

の比較を軸に、見ていきたい。コロナ禍の住宅問題の特徴は、第一に、テニュア別に異なった住

宅問題の在り方が、コロナ禍以降にも反映されている、ということである。

（1）持家世帯のアフォーダビリティ

　住宅問題は多義的であるが、政策的に解決すべきものとして、例えば国連の国際人権規約（社

会権規約）では、「適切な居住の権利」として７つが挙げられている（UN 1991）。ここではそ

の１つであるアフォーダビリティ――当該規約では、住宅に関連する家計の経済的費用が、他の

基本的ニーズを満たすことを損なわれない程度の水準、と説明されている――について、対可処

分所得に占める住宅費の割合として表現することで、検討したい。

　まず、持家世帯アフォーダビリティはどうなっているか。図１にあるように、可処分所得は上

昇し、住宅費負担は減少しているから、住宅費負担は傾向的に減少しているようにみえる。

　では住宅費負担の減少という認識は、妥当であろうか。ここでは、以下にみられるような問題・

要因から、適切ではないと考える。この問題とはすなわち、持家世帯における住宅危機の先送り

である。

　持家世帯における住宅危機の先送りとは、民間住宅ローン利用者・住宅金融支援機構によるフ

ラット35利用者ともに、以下の諸要因が重なり合って生じている。つまり、住宅取得時期の遅れ、

住宅価格の上昇、返済の長期化、政策的支援の４つである。

　第一に、晩婚化によって、住宅取得時期が遅くなっている。日本経済新聞（2020年10月５日）

による、2000年度から2020年度（４〜７月）までのフラット35の利用者・約122万人を対象と
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した調査によれば、2000年代前半は平均37 〜 38歳であったものが、20年度は平均40.4歳になっ

ている。

　第二に、住宅価格は上昇し続けていることに言及しておきたい。日本の場合、他国の大都市ほ

ど住宅価格が上昇していないという指摘2）があるが（『週刊ダイヤモンド』2019年４月20日号）、

しかし、新築マンション価格の上昇に主導される形で、全体としての住宅価格は上昇している（国

土交通省『不動産価格指数』）。というのは、リーマンショックを経て新興業者が淘汰・整理され、

新築マンションは大手デベロッパーによる強い影響力を持っているので、コロナ禍以降も通じて、

価格引き下げ圧力が生じないからだ、と理解されている（桜井 2020）。

　当然、住宅価格が上昇すれば、借入額も増加しうる。頭金を減らすことによって住宅ローンを

利用しやすくするという手法が用いられ、広がっていることもあいまって、事実、先の日経記事

によれば、平均融資額は20年間で1900万円から3100万円へと増加している（日経 2021）。

　ではなぜ、住宅取得時期の遅れ・住宅価格の上昇にもかかわらず、住宅ローン破産などの形で、

持家世帯の住宅危機が発露しないのであろうか。

　危機回避の仕組みは第一に、返済の長期化である。日経調査によれば、フラット35の利用者

の平均完済年齢は、2000年度が68.3歳であったのに対し、20年度は73.1歳と、20年間で約4.8年、

長期化していることが示されている。また、住宅購入やリフォームをした世帯を対象にした、国

土交通省（以下、国交省）による調査によれば、借入期間の「20年から35年未満」比率が減少

するとともに、「35年以上」の比率が上昇している（国土交通省住宅局 2020）。同調査では、世

注：主たる稼ぎ手が勤労者である世帯で、２人以上世帯を対象としている。住宅費は、「土地家
屋借金返済」・「家賃地代」・「設備修繕･維持」を合計したもの1）。
出典：2009年・2014年は『全国消費実態調査』より、2019年は『全国家計構造調査』より。
2014年調査は、2019年調査の集計方法による遡及集計を用いたものを利用した。

図１　持家世帯のアフォーダビリティ（単位：左軸は円・右軸は％）
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帯主の平均年齢は44歳、新築分譲マンション購入世帯の住宅ローン返済期間は平均で約31年で

あることから、単純計算で75歳までの支払いとなるという。なお先の日経新聞によれば、銀行

業界としては、住宅ローンを重要な収益源とする認識を反映する形で、なおいっそうの支払い年

齢引き上げを要望しているという（日経 2021）。

　以上のような返済の長期化が持つ意味は、けっして少なくない。つまり、持家世帯における潜

在的リスクの広がり、ということである。この内訳としては第一に、下記図２にあるように、住

宅・土地の負債が増えている、ということである。第二に、こうした負債の大きさを、毎月の返

済額を押さえる代わりに、長期化させることでリスクも抑制している。ということである。つま

り、住宅危機がこの10年間で減じたわけではなく、むしろ、現役世代における住宅費負担を短

期的に減少させつつ、収入が減少する高齢世代へと先送りしている――当然この先送りは老後破

産の可能性を高める――ということである。以上から、現状の危機を、短期的リスクとバッファー

にする形で、より長期的・潜在的リスクへと置き換えている、と理解できよう。

出典：対象者も含めて、図１と同様。

図２　住宅ローンのある世帯の資産と負債（単位：千円）

　危機回避の仕組みの第二は、政策的支援である。つまり、第一に、歴史的な超低金利と言われ

るほどの金融政策がそれである。国債金利によって政策的に全般的な低金利へと誘導するばかり

でなく、フラット35の金利も、2000年代以降、低下し続けている（藤原 2021）。第二に、返済

金利よりも減税額の方が大きくなる、いわゆる逆ざや状態を産む住宅ローン減税である。

　以上より、総体としては住宅取得時期が遅れ、住宅価格が上昇しつつも、低金利および住宅ロー

ン減税ゆえに、若年世帯であったり相対的に低所得であったりする層も、むしろ持家購入に積極

的になるというメカニズムがここに明らかとなる。
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（2）借家世帯におけるアフォーダビリティ

　次に、民間借家のアフォーダビリティを見てみよう。図３より、この10年で見ると、住宅費

負担は傾向的に上昇しつつも、それ以上の可処分所得の上昇が生じることによって相殺され、結

果的にはアフォーダビリティが緩和していることが分かる。

　とはいえ、住宅費が上昇し続けていることに注目したい。この上昇は、低家賃借家の減少と表

注・出典は図１と同様。

注：2018年から2008年の各テニュアのストックを引いたもの。
出典：『住宅・土地統計調査』各年度より筆者作成。

図３　民間借家世帯のアフォーダビリティ（単位：左軸は円・右軸は％）

図４　テニュア別・家賃階級別低家賃ストック増減（単位：件数）
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裏一体である。総務省統計局が５年に１度実施している『住宅・土地統計調査』によれば、低家

賃借家（２万円以下、４万円以下、６万円以下）を、直近の2018年と10年前（2008年）で比

較すると、この10年間で公営住宅、UR・地方住宅供給公社、給与住宅の３つのセクターにおい

て低家賃借家が減少していることが分かる。

　原因は必ずしも明らかでないが、民間借家の低家賃ストックが増加しているために、（２万円

以下ストックは総数として減少しているものの）総体としては低家賃ストックが減少していない

という評価も可能と思われるが、政策住宅と給与住宅が減少していることは理解されよう。

（3）日本型住宅保障システムと準備された住宅危機

　以上見てきたように、持家世帯は政策的に周到に住宅危機が先送りされている一方、借家世帯

は（持家の取得が遅れていることもあって）可処分所得の上昇によって低家賃借家の減少が相殺

されているという意味で、異なった状況にあるといえる。

　ではこうした、持家世帯と借家世帯に対する違いを、どのように理解すべきであろうか。本論

文では、住宅政策のテニュアへの対応の違いとして捉えることにしたい。総括的には、日本の住

宅政策が、持家中心・借家軽視であったことに由来する。

　表１では、テニュア構成の国際比較を示している。補助有家賃は、一般的には社会住宅と呼ば

れる。つまり、公的資金を用いて、低所得世帯へと安価・良質な住宅を提供するスキームである。

日本では公営住宅が中心であるが、その割合は国際的にみて大きくないことが分かる。

ローンなし持家 ローンあり持家 民間借家 補助有借家 その他・不明
フィンランド 33.1 30.9 17.9 17.0 1.1
アイルランド 45.4 26.1 10.9 16.3 1.4

フランス 37.1 23.5 20.8 15.8 2.8
アイスランド 18.7 48.6 16.7 12.7 3.4
オーストリア 28.6 19.2 34.7 9.3 8.2

ベルギー 33.5 32.8 23.4 8.7 1.6
マルタ 57.4 19.5 10.8 7.1 5.1
ドイツ 25.6 18.2 47.3 6.6 2.3

OECD平均 43.1 24.6 23.1 5.7 5.8
ルクセンブルク 33.3 33.5 25.6 5.3 2.4

日本 61.2 28.5 5.0 2.1

表−１　各国のテニュア構成（単位：全世帯に占める割合、％）

注：日本のみ『住宅・土地統計調査』（最新版の2018年）を出典としている。
出典：OECD”Affordable Housing Database”（以下、AHD）HM1.3.1より

　また表２では、住宅手当の国際比較の表を示した。この数十年間で、住宅問題は、量から質へ

という転換を遂げたと言われる。つまり、戦後経済成長期の住宅不足に対して住宅供給を政策的

に支援する段階から、住宅のストック不足の解消を背景にして、よりよい質の住宅を求めるゆえ
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に生じるアフォーダビリティに対して、住宅費負担を政策的に支援する段階へと変わったとされ

る（石の補助から人への補助へ）。日本では、生活保護（住宅扶助）および住居確保給付金の２

つの住宅手当が存在はするものの、社会住宅と同様、国際的には手厚いとは言い難いことが分か

る。

対GDP比住宅手当 第１・五分位 第３・五分位
イギリス 1.38 22.84 10.91

フィンランド 0.88 54.64 6.19
ドイツ 0.73 54.64 6.19

デンマーク 0.72 41.50 11.37
フランス 0.69 54.39 14.45
オランダ 0.53 45.55 1.38

スウェーデン 0.32 33.91 2.24
ギリシャ 0.21 0.98 0.29

アイスランド 0.21 30.82 20.68
日本 0.11 13.01 −

対象国平均 0.26 16.65 4.23

表−２　各国の住宅手当受給割合と対GDP比住宅手当支出（単位：％）

注：日本は住宅扶助利用世帯数を全世帯で除したものを５倍したもので、厳密な比較とは言い難い。
出典：AHD（PH3.1.1およびPH3.3.1）より

　以上のことから、テニュア別の住宅問題の現れは、政策的対応の違いとして理解すべきであろ

う。借家世帯で言うならば、民間賃貸住宅の建て替えによる新築・高家賃の増加、社宅の戦略的

縮小・再編、そしてなにより政府による住宅政策（公営住宅、URなど）の削減、これらが低家

賃借家の減少に帰結した。次章で見るコロナ禍における住宅問題の広がりは、このような住宅政

策の不備を前提として捉える必要がある。

Ⅲ　住宅問題の可視化

（1）コロナショックの階層的な影響

　コロナ禍の住宅問題を分析する前提として、住宅のアクセス・維持にとっては、収入が重要で

あるから、先に雇用の観点から一瞥をしておきたい。コロナショックは、サービス産業を典型と

して、産業間に不均衡な影響を与えたことはつとに指摘されている。ただそのような産業間の不

均衡もさることながら、コロナ以前から弱い立場を強いられていた労働者に、より大きな悪影響

を与えていると捉えることができるように思われる。

　労働政策研究・研究機構の各種報告を一瞥しておきたい。いわゆる第一波・第一次緊急事態宣

言に際しては、女性が男性よりも就業時間を減らしたり、休業したりしていた。第一波の終息後

も、女性雇用者は減少傾向にあり、子育て女性は、休業率の高止まりや労働時間回復の鈍化が確
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認されている（周 2020）。また、2020年12月の時点では、非正規社員や若年者の雇用減少が確

認され、非正規社員が失業・無業を経験しやすく、若年労働者にも若干その傾向が見られる。併

せて、生計維持者以外では長期の失業・無業状態に陥る人が多いのに対して、生計維持者が失業・

無業化しにくいことが示されている（高橋 2021）。

　つまり総じて、労働市場へのコロナショックの影響は、いわゆる日本型雇用の中核的部分には

相対的に弱い影響であるのに対して、その周辺層に相対的に大きな悪影響をもたらしている、と

捉えることができるように思われる。

　ただし、こうした労働市場におけるコロナショックは、そのまま住宅危機へと直結しない。な

ぜなら、住宅の基本的単位は、個人ではなく世帯だからである。『国民生活基礎調査』によれば（厚

生労働省 2020: 表１）、全世帯に占める単独世帯は28.8%であり、約７割は２人以上からなる世

帯である。個人の生活リスクは、いったん世帯単位で調整されるため――住宅への影響は必ずし

も明らかでないにせよ――、住宅危機は世帯単位で分析する必要がある。

（2）持家世帯への影響

　テニュア別の住宅問題として、第一に、持家世帯における住宅ローン返済への悪影響を見てお

きたい。2021年の現時点でも、住宅ローンの貸し付け条件の変更などの実行は97%という高い

水準で実施されている（金融庁 2021）。また、2020年12月から、個人と個人事業主向けに、新

型コロナウイルスの影響による収入減を対象として、「自然災害による被災者の債務整理に関す

るガイドライン」に基づいて、コロナもその対象に含まれている（自然災害による被災者の債務

整理に関するガイドライン研究会 2020）。

　利用実績が明らかにされているものに、住宅金融支援機構の調査がある。機構は、コロナの影

響により返済が困難になったフラット35利用者を対象に、2020年３月から、返済しやすいよう

に返済条件変更の制度を導入した。2020年６月の1483件を第一のピーク・同11月を底にして、

2021年３月まで毎月平均740件ほどの実績となっており、累計10044件となっている（住宅金

融支援機構 2021）。

　機構は、2009年以降、フラット35とそれ以外の住宅ローン利用者に対し、継続的な調査を行っ

ている。最新調査である住宅金融支援機構国際・調査部（2021）によれば、フラット35利用世

帯の世帯収入は、400万円以下が8.9%、400万円〜 600万円以下が28.7%であるのに対して、フ

ラット35以外の住宅ローン利用世帯の世帯収入は、それぞれ6.2%、26.6%となっている。以上

より、フラット35の利用世帯が持ち家世帯の中でも相対的に低所得であることが分かる。

　とはいえ、下記に見るような借家世帯への影響に比して、持家世帯への影響は大きいとは評価

しがたい。本節冒頭に述べた金融機関への貸し付け条件の変更等の申し込みは、確かに2018年

度に比して影響が大きい。ただし、リーマンショック時に金融庁によって行われた中小企業金融

円滑化法による金融機関に貸付条件の変更等は、より短期により多くの申し込みがあったことが、
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その第一の証左である（藤原 2021: 6）。

　第二に、限定的な延滞率である。住宅金融支援機構のデータによれば、確かに延滞率が上昇し

ているものの、コロナ禍（2020年第２四半期）における大幅かつ急速なGDPの前期比年率下落

に比して、低位に留まるとされる（藤原 2021: 5）。

（3）借家世帯への影響

　テニュア別の住宅問題として第二に、借家に住む世帯に対しては、より大きな悪影響をもたら

しているように思われる。最も象徴的なのは、住居確保給付金の利用者の著増である。リーマン

ショック時、求職者を対象として、住宅を失うおそれのある対象者に、家賃の支払いに充てられ

る住宅手当（住宅手当緊急特別措置事業）が成立した。この住宅手当は、住宅支援給付という名

称変更および利用期間の変更を経て、2015年以降は、生活困窮者自立支援法の下、必置業務と

して位置付けられている。

　この住居確保給付金は、コロナ禍以前は、厳しい利用要件ゆえに使いにくいという批判があっ

た。というのは、求職者のための支援であったために、求職活動が課されたり、年齢制限が課さ

れたりしていたからである。

　しかし、住まいの貧困に取り組むネットワーク・新型コロナ災害緊急アクションなど社会運動

の要求もあり、2020年４月以降、要件緩和が相次いだ。要件緩和とはすなわち、65歳未満の要

件の撤廃（2020年４月１日より）、厳格な求職要件の緩和（2020年４月１日にいったん認め、

４月30日からは求職申込み及び常用就職を目指すことを当分の間不要とする）、離職・廃業して

出典：坂庭（2021）より。

図５　住居確保給付金の申請・決定件数（2020年度・全国）（単位：件数）
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いなくても収入減を理由とした利用可（2020年４月20日より）、最長９か月（原則３か月、更

新２回まで）の支給期間につき最長12か月への延長（2021年１月１日より）、（一定の条件を変

更しながらも）事実上の継続利用（2021年４月１日より、６月11日より）などである。

　こうした制度改正を背景に、利用者は顕著な伸びを見せた。2019年度の新規利用が3972件で

あったのに対し、下記の通り2020年度では13万4976件と、約34倍もの増加を見せている（坂

庭 2021）。

Ⅳ　住宅危機と住宅行政

（1）住まいの貧困はコロナ禍で広がったか？

　前節まで見てきたように、コロナショックは、相対的に持家世帯に小さく、借家世帯に大きく、

現れているように思われる。そして特に借家世帯の中でも、低所得世帯であるほど、住宅リスク

が高いことが想定される。

　上記のような住居確保給付金の広がり、昨年10月以降の生活保護利用世帯の増加、これら諸

施策が生活困窮者の住宅危機に対する一定の救済策であることは疑いない。ただし、支援団体の

炊き出しに対して長蛇の列が並ぶことを知る私たちは、ある戸惑いを抱く――コロナ禍にあって、

住まいの貧困が広がったとはいえ、「思ったほどには」広まっていないように思われているので

はないか。あるいは、住まいの貧困が可視化されたというよりむしろ、不可視化されているので

はないか、というのがその戸惑いである。

　まず、いくつかの住宅関連統計から、コロナ禍で住まいの貧困が広がったのかを見てみること

にしたい。第一に、路上生活者である。厚生労働省は、2003年以降、ホームレス自立支援法に基

づいて、継続的に調査が行われている。直近2021年１月の結果によれば、路上生活者は3824人

となっているが、調査開始から一貫して減少しており、今回も変わらない（厚生労働省 2021）。

したがって、路上生活者の増加をもってコロナ禍で住まいの貧困が広がっているとは言えない。

　第二に、無料低額宿泊所である。日本の社会福祉施設の中で、住まいを失った困窮者が入る施

設の中で、その多くが生活保護利用者であるのが、無低である。無低についても、2015年・

2018年・2021年と少なくとも３時点で調査が行われているが、2021年は2018年に比して利用

者が減少しており、やはりコロナ禍で住まいの貧困が広がっているとは言えない3）。

　第三に、民間借家居住者の滞納である。民間賃貸住宅の業界誌である『全国賃貸住宅新聞』（2020

年７月20日号）によれば、コロナ禍の家賃滞納は微増に留まるという。その理由は、住居確保

給付金の活用ばかりでなく、入居者属性にもよるという。すなわち家賃保証会社が入居者を事前

に選別する結果、安定雇用の労働者が多くなるため、滞納が生じにくいとされる。

　そこで、賃貸住宅管理会社の業界団体の日管協短観を見てみることにしたい。滞納の増減を見

る前提として、コロナ以前からのトレンドとして、家賃債務保証会社の利用（利用率、加入必須
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割合）は増加傾向にあった。図６にあるように、利用率で見ればほぼ定着したといってよい4）。

　第二に、滞納率の推移である。全体で見れば滞納率は上下しており、単線的な傾向ではない。

図６　家賃債務保証会社利用状況（第９回〜第25回）（単位：％）

図７　家賃滞納率の推移（第１回〜第25回）（単位：％）

コロナ禍であっても（2020年４月〜９月、2020年10月〜 2021年３月）、滞納は微減・微増で

あり、顕著な上昇は見られない。

　以上から、いくつかの住宅関連統計から見るに、コロナ禍の下で住まいの貧困が広がっている

とは必ずしも言い難いことが分かる。したがってむしろ重要なことは、なぜ住まいの貧困が可視

化されないのか、という問いのコンテキストを確認することであるように思われる。
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（2）住まいの貧困の不可視化の諸要因

　住まいの貧困はそもそも住宅統計では捕捉しがたい側面について言及しておきたい。社会福祉

研究者の岩田正美が呼称した「不定住的貧困」――「あくまで貧困の延長線上にある」（岩田 

1995: 16）「慣習的、規則的な居住」に欠ける状態（岩田 1995: 15）――、社会運動家の稲葉

剛が提唱したハウジングプア――「貧困ゆえに居住権が侵害されやすい環境で起居せざるを得な

い状態」（稲葉 2009: 14）――、これら概念自体の連続性・整合性については十分に検討がされ

ていないが、しかし共通点も見出せる。つまり、第一に貧困を理由としているということ、第二

に、住む場が確保できないことから常に把握しづらさがある、ということである。

　後述する日本政府としての住宅統計の「未整備」という側面もありながら、住まいの貧困の基

底に、資本主義との関連から捉えられる貧困そのものの捉え難さがある、と理解すべきであろう。

　改めて、なぜ住まいの貧困が不可視化されているように見えるのか。少なくとも実態レベルで

のメカニズムと、観察者のレベルでのメカニズムが、認識的には区分されるべきであろう。つま

り前者は、住宅統計の「未整備」にも規定される形で、Ⅲ（1）で一瞥した労働調査のような精度・

頻度をもって、住まいの貧困が生じるメカニズムが明らかになっていないからこそ、実態が明ら

かにならない、という側面がある。

　他方、前者を部分的に規定している、観察者のレベルに、ここでは注目したい。つまり、なぜ

住まいの貧困は、少なくとも局地的には――困窮者支援を行う市民運動による毎週の・あるいは

大規模休暇に行われる食糧支援・生活相談――可視化されていながら、なぜ不可視化されている

ように見えるのか、という問いは、観察者にその要因が求められるのではないか。

（3）不可視化の要因としての住宅行政

　不可視化の第一の要因は、住宅行政にある。観察者の第一は、住宅行政の担い手である政府で

ある。日本では、憲法との関わりから見ると――労働者としての権利、教育を受ける権利などの

社会権と異なって――居住権は基本的人権として明文化されていない。人権としての居住権の確

立のためには、その実現のための住宅政策が不可欠である。住宅政策の実施のためには、対象の

正確な把握が不可欠である。しかし現状、その対象の規定がされていない。

　国連の国際人権規約（社会権規約）では、「適切な居住の権利」として７つが挙げられている（UN 

1991）。この国際的基準に対して、日本では「適切な居住の権利」に関して、居住水準など具体

的内容を定めた法律は存在していない（鈴木 1996）。法律の不在とも関わるが、いわば住宅部

面におけるナショナルミニマムとみなしうる最低居住面積水準は定められているものの、水準未

満の世帯を政策的に他の適切な住宅に移動させるなどの強制力を、住宅行政としては有していな

い（上杉・浅見 2009）。以上のことから、政府として、住まいの貧困の対象者および把握方法

について、公式見解を持つとは言い難い。

　しかし当然、何らの統計的把握を前提とせずに、住宅政策が計画・実施されるということはあ
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りえない。ここでは、住生活基本計画の改定（2016年）に伴う住宅セーフティネットの検討の

際の資料を参照することにしたい。

　国交省によって示された、公営住宅を除く借家に居住する世帯の状況によれば（国土交通省 

2016）、指標として用いられているのは、最低居住面積水準未満世帯と、高家賃負担世帯の２つ

である。この総数と２つの指標を前提として、第一に、公営住宅の入居条件である全世帯の収入

分位25%以下（一般階層）を満足するのは、約223万世帯である。第二に、公営住宅は、設置・

管理主体である地方自治体によって、収入分位が25%を超えていても下位50%以下であれば、裁

量階層として入居を認める場合がある。仮に裁量階層も含めた収入下位50%を基準とした場合、

約342万世帯が該当する。

　当然、増減する可能性のある試算だが5）、政府の公式見解がない以上、少なくとも約223万世帯、

最大値で見積もれば約342万世帯、住宅セーフティネットの対象者が存在するということになる。

　公営住宅では、「住宅に困窮する低額所得者」に「低廉な家賃で賃貸」することが定められて

いる（公営住宅法第１条）。前者は、「最低居住水準の住宅を住宅市場において自力で確保するこ

とが困難な者」とされており、後者は「公営住宅の施策対象である低額所得者が負担可能な家賃

であること」とされている（公営住宅法令研究会編 2018:第１章）。以上のことから、上記指標

２つの和集合（最低居住面積水準未満「または」高家賃負担の世帯）（約223 〜 342万世帯）を

政策対象者とするべきところ、国交省は、積集合（同「かつ」世帯）（約28万世帯）を対象とす

ることによって、政策対象を恣意的に過小に設定している。

　住宅行政の問題点の第一が、このような恣意的な政策対象者のカウントであるとすれば、問題

点の第二は、住宅政策の着実な実施がされていない、という点である。つまり、公営住宅法第３

条には、「地方公共団体は、常にその区域内の住宅事情に留意し、低額所得者の住宅不足を緩和

するため必要があると認めるときは、公営住宅の供給を行わなければならない」と定められてお

り、同内容は、住生活基本計画（別紙５）にも示されている。

　住宅政策の論理を追うことは本論文の範囲を超えるが、公営住宅のストックは減らされること

はあっても、増やされることはない。上記の検討から、少なくとも住まいの貧困を、住宅行政と

して把握し、政策的に解消しようとする姿勢は、きわめて弱いと言わざるを得ない。

（4）不可視化の要因としての統合の維持

　不可視化の要因の第二は、第一の住宅行政とも不可分な、統合の維持である。住宅政策は、都

市労働者と結びついた都市問題の一環としての住宅問題への対策を出自としているが（原田 

1985: 320）、労働運動の高揚、総力戦体制などを介した社会統合の危機――社会主義への対抗

と資本主義・国民国家体制の擁護――に対する統合の手法とも位置づけられ得る。戦後日本の場

合、「住宅所有の普及に依存し、持家世帯をコアに据えて社会統合を構築しようとする戦略が日

本の福祉国家を特徴づけ」ていた（平山 2009: 11）。
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　戦後日本の住宅政策は、もとより持家中心の政策体系であったが、1970年代以降は、持家偏重・

いっそうの公的借家重視へと転換し（平山 2009）、1990年代以降には、政策論理としても市場

化を中心としつつセーフティネット化が進められた（川崎 2019）。現在、公的借家の新築は、

建て替えをのぞき、ほぼ行われていない。1990年代以降の、総体としての低所得化とあいまって、

低家賃借家の減少は、1990年代から2000年代後半までの20年間にわたり、持家・民間借家両

世帯のアフォーダビリティは、悪化傾向にあった（平山 2013）。

　しかし、この10年間、住宅危機の反転が生じた。つまり、共稼ぎ世帯の増加・女性稼得の増

加を背景として、世帯収入は上昇基調にある。低金利と住宅ローン減税を、政策的に推し進める

ことで、持家世帯の短期的アフォーダビリティは「改善」している。総体として晩婚化が進んで

いることもあいまって、住宅取得時期は遅れ、一部の世帯は民間借家市場に留まることもあって、

民間借家全体で見ると、アフォーダビリティが改善しているように見えている。

　こうしたアフォーダビリティの見かけ上の改善を前提として迎えたコロナ禍にあっては、コロ

ナショックは、階層的な帰結をもって個人・世帯に衝撃を与えている。第一に、労働市場におい

て、いわゆる日本型雇用の中核部分には、相対的に弱い悪影響であったのに対して、周辺層の女

性・若年・非正規労働者には、相対的に大きな悪影響を与えている。第二に、こうした労働市場

のショックが世帯単位で再調整されることによって、コロナ以前からの住宅政策にも規定される

形で、相対的に高所得の持家世帯には弱い影響であったのに対して、相対的に低所得の民間借家

世帯には大きな影響を与えた。

　以上より、コロナ禍の住宅問題を、統合という観点から見ると、住宅危機が発露しない理由が

明らかとなろう。つまり一方では、労働市場においても、住宅市場においても、相対的に住宅リ

スクの高い層にあっては、確かに住宅問題が可視化され、住居確保給付金の拡大に象徴的に見ら

れるように、住まいの貧困は広がっている。しかし、メディアおよび中央政府のレベルで、住宅

問題が政策的に検討すべきものとなっているとは言い難い。

　他方、これまでの住宅政策の中心であった、世帯形成者の持家取得が現在においても維持され

ており、多数派からすれば、あくまで住宅危機は先送りあるいは不可視化されている。住宅危機

の発露したのは――住まいの貧困のメカニズムが明らかになっていないこともあいまって――、

一部のマイノリティにすぎないように、社会的には認知されているのではないだろうか。

結論

（1）本論文で明らかになったこと

　本論文では、コロナショックにおける住宅問題の現れを、不可視化された住宅危機という観点

から、検討してきた。第一に、コロナ禍の住宅問題は、コロナ以前のトレンドの反映として理解

すべきであろう。持家世帯のアフォーダビリティは、世帯収入の上昇と、低金利・住宅ローン減
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税による政策的誘導および返済の長期化によって、短期的な住宅費負担の抑制と長期的な住宅危

機の先送りを行っている。借家世帯は、住宅取得の遅れている世帯に引きずられる形で世帯収入

が上昇し、低借家家賃の減少にも関わらず、アフォーダビリティは改善している。

　第二に、コロナショックは、階層的に異なった帰結をもたらしている。コロナショックは、日

本型雇用の中核部分に対しては弱い影響を、周辺部分に対しては大きな影響をもたらした。ただ

し労働市場のショックは世帯単位で再調整される。実際、持家世帯の住宅危機の抑制に比して、

借家世帯の住宅問題が可視化され、要件が緩和された住居確保給付金の利用者は、コロナ禍にお

いて顕著な伸びを見せている。つまり、住宅危機は、一面、確かに可視化されている。

　第三に、しかし総体としては、住宅危機は不可視化されているように思われる。第一に、住宅

行政は、住宅統計の把握の不十分さもあいまって、住まいの貧困を着実に改善するような住宅政

策が採られているとは到底言い難い。しかし住宅行政の不十分さと並んであるいはそれ以上に、

社会統合という観点から見ると、住宅市場の中核層は、なにより住宅政策によって持家取得・維

持が可能になることによって、政策を通じた統合は、現在も機能しているように思われる。以上

から、住宅問題は全般的には可視化されるに至らず、可視化された住宅問題は一部のマイノリティ

の問題として処理され、総体として「思ったほどには」住宅問題が可視化されていない、という

認識へと帰結したものと思われる。

（2）残された課題

　コロナ禍は、現在進行形の問題でもあるばかりでなく、かつ本論文の限りでも、多くの課題が

残されている。

　第一に、アフォーダビリティのより厳密な把握である。消費実態調査および家計構造調査に基

づいて、高齢者あるいは単身勤労者という本論文（２人以上勤労者世帯）とは異なった世帯層の

分析を行っていない。また月次データを用いて、コロナ以降のアフォーダビリティの変化は、デー

タの制約もあいまって、検討することができていない。

　第二に、世帯戦略の検討である。世帯戦略それ自体は必ずしも学術的に定まった概念とは言い

難いものの、コロナショックなどの社会的影響の大きな現象に対して、一方では世帯単位で生存

戦略が再編されるとともに、他方では世帯戦略そのものの困難が生じ、結果的に住まいの貧困が

発露する。

　つまり、コロナショックの影響を、ことに住宅問題を対象に分析するのであれば、世帯戦略の

検討が不可欠である。世帯戦略の検討と、住まいの貧困が発露するメカニズムは、表裏一体とも

いえる。社会階層概念は、一般的には世帯主の職業あるいは世帯収入によって指標化されること

が多いように思われるが、世帯戦略を検討する際には、収入という量的把握のみならず、衝撃に

対する戦略の柔軟性の強さ・可塑性の弱さに留意して分析する必要があろう。

（さとう　かずひろ・高崎経済大学地域政策学部講師）
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注
1）　この３つのカテゴリの合計として住宅費を指標化するのは、平山（2013）に基づく。
2）　日本の場合、住宅価格が他国ほどに急上昇していないのは、住宅供給が盛んであるため、需給が調整されているからだ、

という認識が示されている。日本の場合、土地・住宅の建築規制が緩く、低金利であることもあいまって、デベロッパー
が新規供給に積極的とされる。コロナ禍の住宅問題の国際比較は本稿の課題を超えるが、重要なのは、住宅問題の形態
と対象から捉えることであるように思われる。

3）　ただし無低の利用者の人数の単純比較は留保が必要である。第一に、2020年度からは無低への一定の規制および新制度
の創設（日常生活支援住居施設）が行われている。つまり制度的に、利用者が減少している可能性がある。第二に、コ
ロナ禍を背景として、2020年４月には、東京都がネットカフェ（も含む諸施設）の休業要請を行ったことから利用者が
増加している可能性もある。他方では無低それ自体に相部屋もあることから、感染対策として利用者が減らされている
可能性がある。

4）　2017年に民法の改正が行われ（2020年４月から実施）、賃貸契約の保証極度額が明記されることになった。極度額の支
払いを忌避する連帯保証人が生まれる（ことで家を借りられない人が出てくる）一方、極度額以上の未払い分について
は家主の「とりっぱぐれ」になることから、保証会社の活用を促進する機能を持った。

5）　この試算に対する平山（2017）の批判の１つは、高家賃負担概念の根拠の不明確さである。前提として、高家賃負担世
帯は、年収200万円以下の世帯のうち、月収に占める家賃の割合が、民営借家居住世帯における平均の家賃負担率（37.3%）
以上の世帯であって、230万世帯と算出されている（国交省 2016）。公営住宅の家賃算出額の基礎である政令月収が
15.8万円であるため、これを12倍すれば、189.6万円になることから、年収200万円以下世帯を対象にすることはおか
しくはない。他方、公営住宅の家賃負担率は、10％中盤とされており、これを基準とすべきではないか、というのが平
山の批判の主旨である。つまり、高家賃負担概念の根拠が不明確であるとともに、公営住宅の家賃負担率を根拠とする
ならば、高家賃負担世帯は過小評価されているということになる。

参考文献
稲葉剛『ハウジングプア――「住まいの貧困」と向き合う』　山吹書店．2009．
岩田正美『戦後社会福祉の展開と大都市最底辺』　ミネルヴァ書房．1995．
上杉昌也・浅見泰司　日本における住宅規模水準の存在意義と研究動向．東京大学空間情報科学研究センターディスカッショ

ンペーパー　98:　2009．1-7．
川崎直宏　住宅セーフティネット制度の限界と今後．都市住宅学　105:　2019．12-18．
金融庁　貸付条件の変更等の状況について（令和２年３月10日から令和３年５月末までの実績）金融機関における貸付条件

の変更等の状況について　2021．
https://www.fsa.go.jp/ordinary/coronavirus202001/kashitsuke/2105.pdf　（2021年７月10日最終更新）
公営住宅法令研究会編『逐条解説公営住宅法』　ぎょうせい．2018．
厚生労働省『2019年国民生活基礎調査の概況』．2020．
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/k-tyosa/k-tyosa19/dl/14.pdf　（2021年７月10日最終更新）
厚生労働省社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室『新型コロナウイルスに関連した生活困窮者自立支援法に基づく

住居確保給付金の活用について』（2020年３月９日付）．2020．
https://www.mhlw.go.jp/content/000605807.pdf　（2021年７月10日最終更新）
――――『生活困窮者住居確保給付金の支給期間の延長に係る今後の就労支援等について』（2020年12月８日付）．2020．
https://www.mhlw.go.jp/content/000703259.pdf　（2021年７月10日最終更新）
――――『生活困窮者自立支援法に基づく住居確保給付金の再支給の申請期間の延長について』（2021年３月16日付）．

2020．
https://www.mhlw.go.jp/content/000754369.pdf　（2021年７月10日最終更新）
――――『ホームレスの実態に関する全国調査（概数調査）結果について』．2020．
https://www.mhlw.go.jp/content/12003000/000769666.pdf　（2021年７月10日最終更新）
――――『生活困窮者自立支援法に基づく住居確保給付金の再支給の申請期間の延長及び職業訓練受講給付金との併給につ

いて』（2021年６月４日付）．2021．
https://www.mhlw.go.jp/content/000789222.pdf　（2021年７月10日最終更新）
国土交通省　【資料４】参考資料　第３回新たな住宅セーフティネット検討小委員会．2016．
https://www.mlit.go.jp/common/001139782.pdf　（2021年７月10日最終更新）
国土交通省住宅局『令和元年度住宅市場動向調査報告書』．2020．
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001348002.pdf　（2021年７月10日最終更新）
国土交通省住宅局安心居住推進課住宅総合整備課『住居を失うおそれが生じている方への支援について』（2020年４月７日

付）．2020．
https://www.mlit.go.jp/common/001347150.pdf　（2021年７月10日最終更新）
――――『住居を失うおそれが生じている方への支援について（その３）』（2020年４月30日付）．2021．
https://www.mlit.go.jp/common/001347155.pdf　（2021年７月10日最終更新）



佐　藤　和　宏

− 18 −

坂庭国晴　コロナ禍の住宅施策と住生活基本計画、住宅セーフティネットを考える――「住居確保給付金」の最近状況にも
ふれて．賃金と社会保障　1780:　2021．4-23．

桜井幸雄　新築 （1）大手が販売 （2）戸数縮小 （3）低金利で暴落しない．エコノミスト　98（33）:2020．30-31．
自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン研究会『「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」

を新型コロナウイルス感染症に適用する場合の特則』．2020．
http://www.dgl.or.jp/guideline/pdf/disaster-gl-covid19.pdf　（2021年７月10日最終更新）
周燕飛　コロナショックの被害は女性に集中（続編）――雇用回復の男女格差．JILPTリサーチアイ第47回．2020．
https://www.jil.go.jp/researcheye/bn/047_200925.html　（2021年７月10日最終更新）
手頃な物件消える住宅危機、なぜ日本は例外?．　週刊ダイヤモンド　107（16）:2019．90-91．
住宅金融支援機構国際・調査部『住宅ローン利用者調査（2021年４月調査）』．2021．
https://www.jhf.go.jp/files/400356696.pdf　（2021年７月10日最終更新）
住宅金融支援機構『新型コロナウイルス感染症に係る返済方法変更の承認実績（令和２年度末）』．2021．
https://www.jhf.go.jp/files/400356976.pdf　（2021年７月10日最終更新）
鈴木庸夫　「住む」権利と法政策．都市住宅学　13:1996．7-10．
家賃保証会社、滞納率は微増．全国賃貸住宅新聞　2020年７月20日（1421）号．
https://www.zenchin.com/news/post-5260.php　（2021年７月10日最終更新）
総務省統計局『平成20年住宅・土地統計調査』第85表．
――――『平成21年全国消費実態調査』23．
――――『平成21年全国消費実態調査』8．
――――『平成26年全国消費実態調査』[2019年調査の集計方法による遡及集計]1-17．
――――『平成26年全国消費実態調査』[2019年調査の集計方法による遡及集計]4-17．
――――『平成30年住宅・土地統計調査』第127表．
――――『2019年全国家計構造調査』1-17．
――――『2019年全国家計構造調査』4-17．
高橋康二　コロナ禍における離職と再就職．JILPTリサーチアイ第56回．2021．
https://www.jil.go.jp/researcheye/bn/056_210224.html　（2021年７月10日最終更新）
住宅ローン完済年齢上昇　平均73歳．日本経済新聞朝刊2020年10月５日．
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO64597190U0A001C2MM8000/　（2021年７月14日最終更新）
原田純孝　戦後住宅法制の成立過程――その政策論理の批判的検証．東京大学社会科学研究所編『福祉国家６――日本の社

会と福祉』1985．317-396．東京大学出版会．
平山洋介『住宅政策のどこが問題か――「持家社会」の次を展望する』光文社．2009．
――――　持家社会と住宅政策．　社会政策学会2013年秋季大会．2013．
――――　住宅保障政策を問いなおす．　世界　897:　2017．179-191．
藤原翼　家計の住宅ローンを点検する――近年の動向とコロナショックによる現時点での影響．大和総研レポート．2021．
https://www.dir.co.jp/report/research/capital-mkt/securities/20210122_022038.html　（2021年７月10日最終更新）
OECD”Affordable Housing Database”.
https://www.oecd.org/housing/data/affordable-housing-database/　（2021年７月10日最終更新）
UN　CESCR General Comment No. 4: The Right to Adequate Housing （Art. 11 （1） of the Covenant）．　Committee on 

Economic, Social and Cultural Rights （CESCR）.1991．
https://www.refworld.org/docid/47a7079a1.html　（2021年７月10日最終更新）


